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一
月
二
十
六
日
は
、「
文
化

財
防
火
デ
ー
」
で
す
。

昭
和
二
十
四
年
の
こ
の
日
、

法
隆
寺
金
堂
か
ら
火
災
が
発
生

し
、
世
界
的
な
宝
と
い
わ
れ
た

金
堂
、
外
壁
の
土
壁
十
二
面
に

描
か
れ
た
仏
画
の
大
半
が
焼
失

し
ま
し
た
。

寺
社
な
ど
の
美
術
工
芸
品
、

古
く
か
ら
伝
わ
る
民
芸
品
な
ど

の
文
化
財
は
長
い
年
月
の
間

我
々
の
祖
先
に
よ
り
守
り
伝
え

ら
れ
て
き
た
貴
重
な
国
民
的
財

産
で
す
。

こ
れ
ら
の
国
民
的
財
産
を
火

災
、
地
震
そ
の
他
の
災
害
か
ら

守
る
た
め
法
隆
寺
金
堂
が
焼
失

し
た
一
月
二
十
六
日
を
「
文
化

財
防
火
デ
ー
」
と
定
め
て
、
全

国
的
に
文
化
財
防
火
運
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

消防署
火災から
文化財を守ろう

羽島郡広域連合 388・1195

我
が
国
の
文
化
財
、
特
に
建

造
物
は
ほ
と
ん
ど
木
造
で
あ

り
、
美
術
工
芸
品
も
燃
え
や
す

い
木
・
紙
・
布
な
ど
で
造
ら
れ

て
い
る
も
の
が
多
く
、
更
に
人

家
の
密
集
地
に
あ
る
文
化
財
も

少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
常
に

火
災
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。こ

の
地
域
に
も
寺
社
・
仏

像
・
民
芸
品
な
ど
が
多
く
あ

り
、
こ
の
貴
重
な
文
化
財
を
火

災
か
ら
守
る
た
め
、
今
自
分
た

ち
が
住
ん
で
い
る
家
同
様
大
切

に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
に
、
皆
さ
ん

も
防
災
訓
練
な
ど
が
開
催
さ
れ

る
機
会
に
は
、
積
極
的
に
参
加

し
火
災
予
防
に
心
掛
け
ま
し
ょ

う
。

国民年金の保険料を納めると社会保険庁から領収証書が交付されます。この
領収証書は所得税の確定申告をするときなど、保険料を確認するために必要な
場合がありますので、大切に保管してください。（注意：領収証書は再交付さ
れません。）
なお、保険料の納付方法により交付されるものが次のように異なります。

①直接金融機関で納めたかた
「納付書・領収書（納付受託）証書」が窓口で交付されます。
②口座振替で納めているかた
口座から引き落とされた翌月に「国民年金保険料領収済通知書」が交付されます。

国民年金保険料の納付済額について
平成14年4月から国民年金保険料の収納事務が役場から社会保険庁へ変更されたため、納付済額を確

認されるかたは、岐阜南社会保険事務所へお問い合わせください。
なお、電話でのお問い合わせには、基礎年金番号が必要になります。

◎口座振替で納めているかた
平成14年4月分からは振替日は翌月末日となりました。平成14年中に振替となるのは10月分の保険料までです。
（11月分は1月に振替のため）
保険料額＝13,300円×振替月数

◎納付書で納めているかた
領収証書により、納付した日が平成14年1月から12月となっている分について計算します。
保険料額＝13,300円×納付月数

◎前納で納めているかた
前納期間に応じた金額となります。
1年前納＝156,770円（14年4月分～15年3月分）
6ヶ月前納＝79,150円（14年4月分～14年9月分・14年10月分～15年3月分）

岐阜南
社会保

険事務
所

273・
6161
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国民年金保険料の領収証書は
大切に保管しましょう


